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縦
覧
制
度
と
は 

　
土
地
や
家
屋
の
所

有
者
で
固
定
資
産
税

の
納
税
者
が
、
他
の

土
地
や
家
屋
の
評
価

額
等
を
縦
覧
帳
簿
で

縦
覧
し
比
較
が
で
き

る
制
度
で
す
。 

▼
縦
覧
期
間
　
４
月
１
日（
水
）〜
６

月
１
日（
月
） 

※
土
・
日
・
休
日
を
除
く
平
常
執
務

時
間
内 

▼
縦
覧
で
き
る
方
　
納
税
者
、
納
税

管
理
人
、
委
任
状
を
有
す
る
代
理

人 
 

閲
覧
制
度
と
は 

　
土
地
や
家
屋
を
所

有
し
て
い
る
方
な
ど

が
、
課
税
内
容
や
税

額
等
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
で

す
。 

▼
閲
覧
期
間
　
通
年 

※
土
・
日
・
休
日
を
除
く
平
常
執
務

時
間
内 

▼
閲
覧
で
き
る
方
　
納
税
義
務
者
、

納
税
管
理
人
、
委
任
状
を
有
す
る

代
理
人
、
借
地
人
、
借
家
人
、
１

月
２
日
以
降
の
所
有
者
、
相
続

人
、
管
財
人
、
訴
え
提
起
者
（
民

事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
に

よ
り
、
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る

者
が
、
当
該
申
立
て
の
目
的
で
あ

る
固
定
資
産
の
価
格
で
裁
判
所
へ

申
立
て
手
数
料
を
納
め
る
必
要
が

あ
る
場
合
） 

　
　
な
お
、
借
地
人
、
借
家
人
、
１

月
２
日
以
降
の
所
有
者
、
相
続

人
、
管
財
人
、
訴
え
提
起
者
の
方

は
、
権
利
関
係
等
を
証
明
す
る
書

面
（
賃
貸
借
契
約
書
、
売
買
契
約

書
、
登
記
簿
謄
本
、
戸
籍
謄
本
、

選
任
書
、
訴
状
な
ど
）
の
提
示
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
　
ま
た
、
縦
覧
期
間
中
は
、
課
税

台
帳
の
写
し
を
無
料
で
交
付
い
た

し
ま
す
の
で
、
窓
口
で
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。 

▼
縦
覧
・
閲
覧
場
所
　
税
務
課
窓
口 

 

　
縦
覧
・
閲
覧
を
さ
れ
る
方
は
、
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
納
税
通

知
書
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

※
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は
、

５
月
１
日（
金
）に
発
送
す
る
予
定

で
す
。
ま
た
、
第
１
期
納
期
限
は

６
月
１
日（
月
）と
な
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
税
務
課 

　
☎
内
線
２
５
５
・
２
５
６ 

固
定
資
産
の
縦
覧
・
閲
覧
始
ま
る 

消
防
自
動
車
を 

　
　
　
　
海
外
へ
寄
贈 

　
電
算
シ
ス
テ
ム
の
変
更

に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
固

定
資
産
税
に
関
す
る
税
務

証
明
の
様
式
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
。 

　
な
お
証
明
の
発
行
は
、

大
磯
町
役
場
本
庁
舎
１
階

町
民
課
町
民
窓
口
担
当
及

び
大
磯
町
役
場
国
府
支
所

で
行
な
っ
て
い
ま
す
。
申

請
の
際
は
、
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
等
、
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　 

　
税
務
課 

　
☎
内
線
２
５
５
・
２
５
６ 

　
平
成
５
年
９
月
か
ら
消

防
署
本
署
へ
配
置
し
て
い

た
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自

動
車
を（
新
）水
槽
付
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車
に
更
新
し

た
こ
と
に
伴
い
、（
旧
）水

槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

を
２
月
24
日
に
社
団
法
人

日
本
外
交
協
会
へ
寄
贈
し

ま
し
た
。
寄
贈
後
は
同
協

会
を
通
じ
て
、
海
外
の
開

発
途
上
国
へ
譲
渡
さ
れ
有

効
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
消
防
署 

　
☎
（
61
）０
９
１
１ 

　
２
月
17
日（
火
）、
大
磯

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト

（
稲
村
百
合
子
代
表
）
か

ら
、
町
み
ど
り
基
金
へ
24

万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

　
今
後
も
町
内
に
残
さ
れ

て
い
る
貴
重
な
緑
地
を
保

全
し
て
い
く
と
と
も
に
、

緑
化
の
推
進
の
た
め
に
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
都
市
計
画
課 

　
☎
内
線
２
２
１ 

緑
地
保
全
の
た
め
に
寄
附

緑
地
保
全
の
た
め
に
寄
附 

緑
地
保
全
の
た
め
に
寄
附 

税
務
証
明
の
様
式
が 

　
　
　
変
わ
り
ま
し
た ※これらの証明は１月１日現在の内容を証明するものです。 

　年の途中で分合筆した土地や新築家屋などの証明はできません。 

評価証明 

証明書を取れる方 
主な証明の 
種類 

１通につき 
300円 
　 
【土地】 
１通につき 
６筆まで 

【家屋】 
１通につき 
６棟まで 

公課証明 

台帳登載 
証明 

手 数 料 

・所有者（１月２日以降の所有者は、
売買契約書等の提示が必要です） 

・納税義務者本人及び同居の親族 

・相続人（戸籍謄本等所有者との続柄
が分かるものが必要です） 

・納税管理人（納税通知書をお持ちく
ださい） 

・代理人（委任状が必要です） 

・借地人、借家人（賃貸借契約書をお
持ちください）など 

あ
な
た
の
土
地
や
家
屋
の
課
税
状
況
が
見
ら
れ
ま
す 
あ
な
た
の
土
地
や
家
屋
の
課
税
状
況
が
見
ら
れ
ま
す 


